
イ 離職予定在職者や転職希望者の失業を経ない再就職の促進

ウ 中小企業における人材確保及び職業能力開発の促進

エ 雇用管理の改善による職場定着の促進等

オ ミスマッチ縮小のための職業能力開発対策の推進

⑤ さらに、継続的な見直し体制を確立する観点から、ＰＤＣＡサイクルによる目標管理の徹底と

事業の合目的性、必要性及び効率性の不断のチェックを行うため、費用負担者である事業主の団

体の参画を得た上で、雇用安定等事業について継続的な評価・見直しを実施するべきである。ま

た、新規事業の創設に当たっては、予算案段階での十分なチェック等透明性を高めるとともに、

既存事業の廃止・縮減といったいわゆるスクラップ・アンド・ビルドの手法の活用を図る必要が

ある。

⑥ 上記①～⑤について、平成 年度予算案にも可能な限り反映させるよう努めるべきである。19

との結論を得た。

なお、 ( )の方針に基づく雇用安定等事業の精査結果は別紙１～５のとおりである。3 1
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